
日 医 発 第 662 号 （ 地 Ⅰ 213）  

平成２７年１０月９日 

 

都道府県医師会長 殿 

 

公益社団法人 日本医師会長 

横 倉 義 武 

       

医療法人が開設する病院等の管理者の理事就任について 

 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて今般、厚生労働省医政局長より都道府県知事宛に、標記の通知が発出される

とともに、本会に対しても了知方依頼がありました。 

医療法人に関しては、医療法第 47 条第 1 項の規定により、開設するすべての病院、

診療所又は介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければならないところ、同条

但書及び、これを具体化した通知「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会に

ついて」（以下「通知」）及び「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営

管理指導要綱の制定について」（以下「運営管理指導要綱」）にて、都道府県知事の

認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができることとされてお

ります。 

本通知は、これら「通知」「運営管理指導要綱」について、各都道府県における当

該認可の状況等を踏まえ、各医療機関が開設する病院等の個別の事情を勘案するこ

とができるよう改正したことにつき周知を依頼するものであります。 

もっとも、同規定の趣旨は「医療施設において医療業務に関する実質的な責任を

有している管理者の意向を法人の経営に正しく反映させることを目的としたもの」

であり、この趣旨を踏まえた法人運営が行われると認められるときに、都道府県知

事の認可ができるものとしております。また、その際も、社員総会等の議決など正

当な手続きを経ていること等を確認することとしております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、貴

会管下の医師会及び関係医療法人・医療機関等への周知につきご高配を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 



公益社団法人日本医師会長殿

り"

標記について、別添のとおり各都道府県知事宛てに通知を発出いたしましたの

で、御了知願います。

医療法人が開設する病院等の管理者の理事就任について

医政発0930第2号
平成2 7年9月30日

厚生労働省医

廊嵳^麟
越匪茜
肩長塑渓



各都道府県知事

⑤

殿

医療法人の理事に関しては、医療法(昭和23年法律第205号)第47条第1項

の規定により、医療法人はその開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設

(指定管理者として管理する病院等を含む。以下「病院等」という。)の管理者を理
事に加えなければならないこととされているが、同項ただし書の規定により、病院等

を2以上開設する場合においては、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指

定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことがで
きるこ.ととされている。この認可については、「医療法人制度の改正及び都道府県医

療審議会にっいて」(昭和61年6月26日健政発第410号)及び「病院又は老人
保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」(平成2年3月
1日健政発第110号)により、多数の病院等を開設し、離島など主たる事務所から

遠隔地にある病院等の管理者について行うものである旨、地方自治法(昭和22年法

律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的助言を行っているととろであ

る。

今般、各都道府県における当該認可の状況等を踏まえ、都道府県知事が当該認可を

行うに当たっては各医療法人が開設する病院等の個別の事情を勘案することができ

るよう、「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」及び「病院又は老

人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」の」部を別添

1及び別添2のとおり改正することとしたので、御了知の上、適正な運用に努められ

たい。

医療法人が.開設する病院等の管理者の理事就任について

医政発0930第1号

平成27年9月30日

厚生労働省医政局長

(公印省略)



0 「医療法人制度の改正及ぴ都道府県医療審議会にっいて」(昭和61年6月26日健政発第410号)の一部改正

第一医療法人制度に関する事項
1~5 (略)

6 病院、診療所又は介護老人イ呆健施設(以下「,'院等という。)の管理者の
理事就任

(1)法第47条第1項の規定の趣旨は、医療施設において医療業務に関する
実質的な責任を有している管理者の意向を法人の運営に正しく反映させる
ことを目的としたものであること。

(2) 2以上の病π等痢三する場厶における同項ただし書の規定に基づく都

改正後

道府県知事の認可は、1'、院等の立地及ぴ

の規定の趣ヒ踏まえた法人運{が'ー,れると卸められるときに

ものであること( 1えぱ、1』

病院等が法人の主たる

これらに限定されるものではないこと。)。

なお、窓意的な理由ではなく、士総会等の議決など正当な手続き
ていること等を

(3)同項ただし書の定に基づく認可について

行為において、理事に加えないことができる理が理する,ー

らかにしているときは、当

は継続できるものとすること。

所から遠局地にある冒合などが考えられる力

忍すること

が

'七

し

第一医療法人制度に関する事項
1~5 (略)

6 病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者の理事就任

'法第47条第1項の規定の趣旨は、医療施設において医療業務に関する
実質的な責任を有している管理者の意向を法人の運営に正しく反映させる
ことを目的としたものであること。

なお、同項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可は、多数の病
念△的に

な連携がある場厶や

の理が交した厶でも当該認可

し、同

れる

改正月1」

法人の定款又は附

の主たる

珍療所又は

理者について

(下線の部分は改正部分)

(別添1)

所から遠'地にある

明

老人

れるものであること。

施劃'用卸'する療法人で、離島など法人
コむ

影、 所又は介護老人保健施設の
こ



0 「病院又は老人イ呆健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」(平成2年3月1日健政発第110号)の一部改正
(下線の部分は改正部分)

項

1組織運営

1 (略)

2 役員

①~④(略)

⑤理事

目 運営管理指導要綱

改

1 当該法人が開設する病院等

(指定管理者として管理する病

院等を含む。)の管理者はすべて

理事に加えられていること。

2 管理者を理事に加えない場合

には都道府県知事の認可を得て

いること。

正 後

備

・医療法第47条第1項

考

・医療法第47条第1項左だ長晝

・管理者を理事に加えないことがで

きる場合は、当該塗^

項

1組織運営

1 (略)

2 役員

①~④(略)

⑤理事

病院等の立地及び

目

に勘案し、管理の意向法人の

運凹に反映させるという医療法 47

久第 1 項の

法人運'が行れると認められる

運営管理指導要綱

改

場合である(例えぱ、病院が接

等を総合的

し務に緊密な連携がある合や

1 当該法人が開設する病院等

(指定管理者として管理する病院

等を含む。)の管理者1ますべて理事

に加えられていること。

2 管理者を理事に加えない場合
には都道府県知事の認可を得てい

ること。

病等が法人の主たる事務所から

の

正

遠隔地にある場合などが考えられ

るが、これらに艮定されるものでは

kまえた

ないこと。)。なお、窓意的な理由で

^

はなく、社員総会等の議决など正

当な手売きを血ていること等を確

認すること。

備

(別添2)

・また、同項ただし害の規定に基づく

忍可について

・医療法第47条第1項

は寄附行為において、理事に加え

ないことができる管理が管理する

考

・医療法第47条第1項

・管理者を理事に加えないことがで

きる場合は、室数^
する医療法人で、離島等法人の主

法人の定款又

たる事務所から遠隔地にある病院

等の管理者の場合である。

.

旨



⑥(略)

3~5 (略)

Ⅱ~Ⅳ(略)

病院等を明らかにしているときは、

当該病院等の管理者が交替した場

合でも当該き忍可は継続できるものと

する。

⑥(略)

3~5 (略)

Ⅱ~Ⅳ(略)

.


